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・北部九州土地改良調査管理事務所
・佐賀県河川砂防課（地方債の活用）



























地方債の活用

○地方公共団体が単独で実施する「防災・減災、国土強靭化対策」及び「公共施設等の老朽化
対策」を推進するため、地方債制度により、国土交通省と総務省が協調して支援を実施。

公共施設等適正管理推進事業債
【事業期間】
令和４年度 ～ 令和８年度

【地方財政措置】
起債充当率９０％ 交付税措置率３０～５０％

緊急浚渫推進事業債
【事業期間】
令和２年度 ～ 令和６年度

【地方財政措置】
起債充当率１００％ 交付税措置率７０％

防災・減災に資する河川改修等

緊急自然災害防止対策事業債
【事業期間】
令和３年度 ～ 令和７年度

【地方財政措置】
起債充当率１００％ 交付税措置率７０％

計画的な維持管理のための浚渫 河川管理施設の老朽化対策

【主な要件等】
地方単独事業として実施される事業のうち以下のもの
○国庫補助の要件を満たさない河川改修等
・総事業費１０億円未満の一級、二級河川の改修
・総事業費４億円未満の準用河川の改修
・普通河川の改修
など

○流域治水プロジェクトに位置づけられた流域対策
・雨水貯留浸透施設の整備、二線堤の築造

・移動式排水施設の整備
など

【主な要件等】
地方単独事業として実施される事業のうち以下のもの

○一級河川、二級河川、準用河川、及び普通河川に
おける緊急的に実施される浚渫

【主な要件等】
地方単独事業として実施される事業のうち以下のもの

○排水機場、水門、樋門・樋管等の機能に致命的な
影響を与えない部分の改修

○樋門・樋管等において国庫補助の要件を満たさな
い規模（事業費が概ね5千万円未満）の改修・更新

○護岸・堤防の改修

〇ダム本体及び周辺施設等において国庫補助の要
件を満たさない規模（事業費が概ね4億円未満）の
改修・更新

フラップゲートにおける活用事例
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普通河川における活用事例

移動式排水施設の整備
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準用河川における活用事例
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普通河川における活用事例

河川砂防課
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